
資料1

L 平成20年度の献血の推進に関する計画 く案l

前文

.本計画は,安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律く昭和三十-年法律第百

六十号o以下卜法Jというo J第十条第-項の規定に基づき定める平成二十年度の献血

の推進に関する計画であり,血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための

基本的な方針く平成十五年厚生労働省告示第二百七号o以下r基本方針Jというo lに

基づくものであるo

第1節 平成20年度に献血により確保すべき血液の目標量

.平成2 0年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は,全血製剤0. 1万リットルー
しよう

赤血球製剤47万リットル1血小板製剤15万リットルl血衆製剤22万リットルで

あり,それぞれ0. 1万リットルー 48万リットル1 15万リットル, 22万リットル

が製造される見込みであるo
し上う

. さらに,確保されるべき原料血寮の量の目標を勘案すると,平成20年度には,全

血採血により1 30万リットル及び成分採血により6 7万リットルく血小板採血3 1万
し上う

リットル及び血栄採血36万リットルlの計1 97万リットルの血液を献血により確

保する必要があるo

第2節 前節の目標量を確保するために必要な措置に関する事項

前年度までの献血の実施状況とその評価を踏まえ1平成2 0年度の献血推進計画にお

ける具体的な措置を以下のように定める.

1 献血に関する普及啓発活動の実施

.国は,都道府県,市町村く特別区を含む.以下同じo 1 1採血事業者等の関係者の

協力を得て-献血により得られた血液を原料とした血液製剤の安定供給を確保し,そ

の国内自給を推進するとともに-広く国民に対し,治療に必要な血液製剤の確保が善

意の自発的な献血によって支えられていることを含め,献血に関する理解と協力を求

めるため,教育及び啓発を行うD

.都道府県及び市町村は1国,採血事業者等の関係者の協力を得て-より多くの住民

の献血-の参加を促進するため1地域の実情に応じた啓発を行うことにより1献血-

の関心を高めることが必要であるo

.採血事業者は,国l都道府県一市町村等の関係者の協力を得て-献血者が継続して

献血に協力できる環境の整備を行うことが重要である,このため,国,都道府県一市

町村等の関係者と協力して効果的なキヤンペ-ンを実施すること等により,献血-の
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-層の埋解と協力を呼びかけることが求められるo

国l都道府県,市町村,採血事業者及び医療関係者は-国民に対し1血液製剤がこ

れを必要とする患者-の医療に欠くことのできない有限で貴重なものであることを

含め,献血や血液製剤についての普及啓発を実施し,又はこれに協力するとともに1

少子高齢化の進行や変異型クロイツフェルトヤコブ病の発生に伴う献血制限等の献

血をめぐる環境の変化,血液製剤の利用実態等について正確な情報を伝え,献血者等

の意見を踏まえつつこれらの情報提供や普及啓発の手法等の改善に努めることが必

要であるoまた,血液製剤の安全性の確保のための取組の-環として1感染症の検査

を目的とした献血を行わないよう,献血における本人確認や問診の徹底はもとより,

平素から様々な広報手段を用いて1国民に周知徹底する必要があるo

これらを踏まえ,以下に掲げる献血推進のための施策を実施するo

O 効果的な普及啓発.献血者募集等の推進

血液製剤についてl国内自給が確保されることを基本としつつ,将来にわたって安

定的に供給される体制を維持するためl幼少期も含めた若年層1企業や団体一複数回

献血者といった普及啓発の対象を明確にした効呆的な括動や重点的な献血者募集を

行うこととし,これを r献血構造改革Jと位置付け,以下の取組を行う.

く若年層を対象とした対策ン

.国l都道府県l市町村及び採血事業者は-献血推進括動を行っている献血ボラ

ンテイア組織等の協力を得るとともに1機能的な連携をとることにより-若年層

の献血-の理解の促進及び献血体験の促進に組織的に取り組むo

.若年層-の啓尭には,若年層向けの雑誌,放送媒体,インタ-ネット等を含む様々

な広報手段を用いて,献血についての広告に国が作成した献血推進キヤラクタ-を

括用するなど,効果的な取組が必要であるo

.子が幼少期にある親子に対し,血液の大切さや助け合いの心について,絵本や血

液センタ-等を括用して啓発を行うo

.また,若年層の献血に対する意識調査を行い,今後の献血者の担い手となる若い

献血者を確保するための献血推進方策や,枠組みの検討及び取りまとめを行うo

.国は,高校生を対象とした献血について解説した教材や中学生を対象とした血液

-の理解を促すポスタ-を作成し-都道府県及び市町村と協力して-これらの教材

等を括用しながら献血-の理解を深めるための普及啓発を行うo

.都道府県及び市町村は,地域の実情に応じて,若年層の献血-の関心を高めるた

め,学校等において1ボランテイア括動推進の観点を踏まえつつ献血についての情

報提供を行うとともに1献血推進括動を行う組織との有機的な連携を確保するo

.採血事業者は,その人材や施設を括用し-若年層-の正しい知識の普及啓発と協

力の確保を図り,その推進に当たっては,国と連携するとともに都道府県,市町村

及び献血ボランテイア組織等の協力を得るo

く企業等における献血の推進対策ン
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.国及び採血事業者は-都道府県及び市町村の協力を得て,献血に協賛する企業や

団体を募り,その社会貢献活動の-つとしてl企業等における献血の推進を促すo

また,各血液センタ-等における献血推進活動の展開に際し,地域の実情に即した

方法で企業等との連携強化を図り,企業等における献血の推進を図るための呼びか

けを行うo

く複数回献血者対策ン

.国及び採血事業者は,都道府県及び市町村の協力を得て,血液の在庫が不足した

際に-複数回献血者の協力が速やかに得られるよう1平素から各血液センタ-に登

録された献血者に対し-機動的かつ効率的に呼びかけを行う体制を構築するoまた,

献血に継続的に協力が得られている複数回献血者の組織化及びサ-ビスの向上を

図り1その増加に取り組むとともに,献血の普及啓発活動に協カが得られるよう取

り組むo

く献血推進キヤンペ-ン等の実施5

.国は,特に必要性が高い4 0 0ミリリットル全血採血及び成分採血の推進及び普

及のため,都道府県及び採血事業者とともに, 7月にr愛の血液助け合い運動Jを-

1月から2月までの期間にrはたちの献血Jキヤンペ-ンを実施するほか,血液の

供給状況に応じて献血推進キヤンペ-ン活動を緊急的に実施する.また,様々な広

報手段を用いて献血-の理解と協カを呼びかけるとともに,献血場所を確保するた

めl関係者に必要な協カを求めるo

.都道府県,市町村及び採血事業者は,これらの献血推進活動を実施することが重

要であるo

t21献血運動推進全国大会の開催等

.国は,都道府県及び採血事業者とともに,献血により得られた血液を原料とし

た血液製剤の国内自給を推進しl広く国民に献血に関する理解と協力を求めるた

め1 7月に献血運動推進全国大会を開催する.また,国及び都道府県は,献血運
動の推進に関し積極的に協力しl模範となる実績を示した団体又は個人に対し表

彰を行うo

く参 献血推進運動中央連絡協議会の開催

.国は-都道府県,市町村1採血事業者1民間の献血推進組織,患者団体等の代

表者の参加を得て,効果的な献血推進のための方策や献血を推進する上での課題

等について協議を行うため,献血推進運動中央連絡協議会を開催する.

61献血推進協議会の活用く

.都道府県は,献血に対する住民の理解と協力を求め,血液事業の適正な運営を

確保するため,採血事業者,医療関係者1商工会議所1教育機関,報道機関等か

ら幅広く参加者を募って,献血推進協議会を設置しl定期的に開催することが求

められるo 市町村においても,同様の協議会を設置することが望ましいo
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.都道府県及び市町村は1献血推進協議会を括用し,採血事業者及び血綬事業に

関わる民間組織等と連携して1都道府県献血推進計画の第定のほか-献血に関す

る教育及び啓発を検討するとともに,民間の献血推進組織の育成等を行うことが

望ましいo

61その他関係者による取組

.官公庁一企業l医療関係団体等はlその構成員に対し1ボランテイア活動であ

る献血に対し積極的に協力を呼びかけるとともに-献血のための休暇取得を容易

にするよう配慮するなど-進んで献血しやすい環境作りを推進することが望まし

い.

2 献血者が安心して献血できる環境の整備

.採血事業者は,献血の受入れに当たっては献血者を懇切丁寧に処遇し1不快の念を

与えないよう特に留意するとともに,献血者の要望を把握し1献血受入体制の改善に

努めるo

.また,採血事業者は,献血者が安心して献血できる環境整備の-環として,国の適

切な関与の下で献血による健康被害に対する補償のための措置を実施するo

国及び都道府県は-採血事業者によるこれらの取組を支援することが重要であるo

第3節 その他献血の推進に関する重要事項

1 献血の推進に際しへ考慮すべき事項

0 血液検査による健康管理サービスの充実

.採血事業者は,献血制度の健全な発展を図るため,採血に際し,献血者の健康管

理に資する検査を行い1献血者の希望を確認してlその結果を通知する.

.国は,採血事業者によるこれらの取組を支援する.また,献血者の健康管理に資

する検査の充実は,献血の推進に有効であることから,本人の同意の上1検査結異

を健康診査,人間ドックー職域検査等で括用するとともに,地域における保健指導

にも用いることができるよう,周知又は必要な指導を行う.都道府県及び市町村はl

これらの取組に協力するo

t2J献血者の利便性の向上

.採血事業者は,安全性に配慮しつつ効率的に採血を行うためl立地条件等を考慮

した採血所の設置,移動採血車による計画的採血等,献血者の利便性と安全で安心

な献血に配慮した献血受入体制の整備及び充実を図るo

.都道府県及び市町村は-採血事業者と十分協議して,移動採血車による採血等の

日程を設定し-そのための公共施設の提供等l採血事業者の献血の受入れに協力す

ることが重要であるo

61血液製剤の安全性を向上するための対策の推進

.国は, r輸血医療の安全性確保のための総合対策Jに基づき,採血事業者と連携
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してl献血者に対する健康管理サ-ビスの充実等による健康な献血者の確保,献血

者の本人確認の徹底等の検査目的献血の防止のための措置を講ずるなど,善意の献

血者の協カを得て,血液製剤の安全性を向上するための対策を推進するo

6,採血基準の在り方の検討

.国は,献血者の健康保護を第-に考慮しつつ,献血の推進及び血液の有効利用の

観点から,採血基準の見直しを行う.

61まれな血液型の血液の確保

.採血事業者は,まれな血液型を持つ患者に対する血液製剤の供給を確保するため,

まれな血液型を持つ者に対し1その意向を踏まえ,登録を依額するo

.国は- まれな血液型の血液の供給状況につt,1て調査するo

2 血液製剤の在庫水準の常時把握と不足時の的確な対応

.国,都道府県及び採血事業者は,赤血球製剤等の在庫水準を常時把握し,在庫が不

足する場合又は不足が予測される場合には,供給に支障を及ぼす危険性を勘案し,国

及び採血事業者が策定した対応マニュアルに基づき早急に所要の対策を講ずること

が重要であるo

3 炎害時等における献血の確保等

.国1都道府県及び市町村は1災害時等における献血が確保されるよう-採血事業者

と連携して必要とされる献血量を把握した上で,様々な広報手段を用いて,需要に見

合った広域的な献血の確保を行うことが必要であるo

.国,都道府県及び市町村は-災害時において,製造販売業者等関係者と連携し,献

血により得られた血液が円滑に現場に供給されるよう措置を講ずることが必要であ

るo

..採血事業者は,災害時における献血受入体制を構築しl広域的な需給調整等の手順

を定め,国,都道府県及び市町村と連携して対応できるよう備えることにより,災害

時における献血の受入れに協力するo

4 献血推進施策の進捗状況等に関する確認と評価

.国,都道府県及び市町村は-献血推進のための施策の進捗状況,採血事業者による

献血の受入れの実績について確認しlその評価を行うことにより,次年度の献血推進

計画等の作成に当たり参考とするとともに,必要に応じ-献血推進のための施策を見

直すことが必要である.

.また,国は1献血推進運動中央連絡協議会等の機会を活用し,献血の推進及び受入

れに関し関係者の協力を求める必要性について民間の献血推進組織等とも認識を共

有するとともに,必要な捨置を講ずるo

.採血事業者はl献血の受入れに関する実績や体制等について評価を行い,献血の

推進にi昔用する.
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